
表５　法第14条及び第14条の２に基づく処分の状況（令和3年度）

年度 処分者 処分年月日 処分内容 処分の対象となった事件の概要

長野県知事 R3.11.4 戒告

・書類の作成にあたり、関係者の意思を直接確
認すべき注意義務を負っていたにもかかわら
ず、これを怠った。
・作成した書類の効力に疑義が生じないように
すべき注意義務を負っていたにもかかわらず、
事前に関係者の承諾を得ること無く、書類の本
質的部分を変更する変造に加担した。
・このことは行政書士法第 10 条の規定に違反
するものと認められる。

神奈川県知事 R3.12.16 １年間の業務の停止

端緒：市からの情報提供
ア 被処分者は、事務所開設時の平成23年から
10年の長期にわたり、自ら書類を作成せず補助
者が作成した書類の内容を確認しないまま行政
書士印を押印して官公署に提出していたほか、
週５日の営業日のうち２日しか事務所に出勤し
ない、顧客への対応（営業・連絡・助言等）を
行わないなど、補助者に業務を任せきりにし、
「名義貸し」ともいえるような不適切な事務所
運営を続けていた。
イ 被処分者は、補助者による文書の虚偽記載
及び偽造を見抜けず、当該文書を添付した申請
書・届出書を少なくとも３件官公署に提出し
た。これにより、顧客が入札手続への参加の機
会を逸するとともに、追加費用の負担が生じる
こととなった。

これらの事実は、行政書士法第14条に規定する
「行政書士たるにふさわしくない重大な非行」
に該当するものであり、同条第２号の懲戒処分
事由に該当する。

栃木県知事 R4.1.14 ２年間の業務の停止

(1) 次の事実は、行政書士の品位及び信用を害
するものであり、法第10条に違反する。
ア 被処分者が９枚の職務上請求書を使用し、
偽りその他不正の手段により、戸籍謄本等（合
計21通）の交付を受けたこと
イ 被処分者が、平成27（2015）年４月９日以
降、調査会社を経由して受任した業務に関し、
調査目的に使用されるおそれが高いにもかかわ
らず、調査目的に使用されないことを確認せず
に、職務上請求書を使用して得た情報を提供し
たこと
(2) 被処分者が、過去２年の間、業務に関する
帳簿に法定記載事項を記載していなかったこと
は、法第９条に違反する。
(3) 被処分者が、過去５年の間、領収書の作成
をしていなかったことは、行政書士法施行規則
第10条に違反する。

兵庫県知事 R4.2.28 ２月の業務の停止

当該行政書士は、大阪府公安委員会に対し、
実際の経営者ではない者を名義人として提出し
た行為により、風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律違反の幇助を行ったものと
して、罰金50万円の刑が確定した。

当該行為は、行政書士法第10条に規定する行
政書士の信用又は品位を害する行為に該当す
る。
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年度 処分者 処分年月日 処分内容 処分の対象となった事件の概要

宮城県知事 R4.3.29 戒告
行政書士法第８条第１項、第９条第２項及び第
12条違反が認められ、行為の態様等を総合的に
考慮して、戒告処分との判断となったもの。

新潟県知事 R4.3.29 戒告

・行政書士の信用又は品位を害する行為があっ
たこと（法第10条違反）

自身が行政書士の業務として受注した諸申請
手続業務の一部を測量会社に依頼した。測量会
社は当該業務を履行し、請求書により当該行政
書士に当該業務の代金を請求したが、当該行政
書士は、代金支払の催促に対して代金支払を約
束するだけで、以後、当該業務の代金を一切支
払っていないことが認められた。
・日本行政書士会連合会に変更登録を申請して
いないこと（法第６条の４及び法第13条違反）

少なくとも令和３年２月以降、事務所の所在
地を変更したにもかかわらず、連合会に対して
変更登録の申請を行っていないことが認められ
た。
・業務に関する帳簿を作成していないこと（法
第９条第１項違反）

行政書士としての業務開始以降、業務に関す
る帳簿を作成していないことが認められた。
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